
 
「製造者」「加工者」の定義 

「製造」「加工」の類型に関しては生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会において

議論がなされ、一部本調査会においても議論がなされたところであるが、本来、表示を

作成する際の判断に資するものとなるよう、出来る限り具体の事例を盛り込んで、わか

りやすく内容あるものを作成してもらいたい。 

 
加工（調整及び選別を含む。） 

この定義は、JAS 法の第 14 条第 1項の“農林物質の製造、加工（調整又は選別を含む。）、

輸入または販売を業とする者は、…。”に由来するものであろう。 

一方、平成 26年 6月 13日食品表示部会生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会報

告書（案）の 2-1 「生鮮食品」と「加工食品」の区分において、生鮮食品に関する説

明において、「調整…一定の作為は加えるが加工には至らないもの」とされ、加工には調

整が含まれないと定義されている。 

生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会報告書（案）の定義は、本報告書の定義と

は整合していない。 

当調査会においても、加工の定義が議論されるべきである。 

＊生鮮の調査会でコメントしたが、今ひとつ理解に苦しんでいる。 



 
製造所固有記号に関する委員の意見 

製造所固有記号は第 5回調査会および第 7回調査会において議論が行われたが、それぞれの立場か

ら様々な意見が寄せられ、最終とりまとめることはできなかった。 

最終、本書 32ページに残された課題として食品表示部会に申し送ることとされているが、どのよ

うな意見があったかを賛成・反対偏りなく記載すべき。 



 
製造所固有記号に関する委員の意見 

消費者委員会食品表示部会 加工食品の表示に関する調査会（第 5 回） 

○製造所固有記号の見直しに反対する意見・製造所固有記号は 1960年に定められ、これまでも何度か見直しの検討が行われてきた

が、現行のままできている。なぜ今、改善が必要なのか。基礎的な資料が必要。・製造所固有記号の制度は、食品衛生上の危害の拡

大をいかに防ぐかということで、行政措置のためで、消費者の情報提供を目的としたものではない。・国内の製造品に係る制度だが

輸入品には製造者を書く必要はなく一貫性はない。・（PBで製造所固有記号を使うメリットとして、）たくさんのメーカーが製造委

託をする中で、小さい製造所が消費者の問い合わせに正しく答えられるかどうかを心配している。販売者はその点、きちんと対応

ができる。・冷凍食品 農薬混入事案の件と、製造所固有記号との話は関係のない話であり、分けて話をしてもらいたい。・現行制度

の問題点で何があって、どう解決する必要があるのか、このテーブルで議論するべき。・欧米では表示責任者のみを表示して、聞け

ば情報提供をするのが基本ルールになっている。日本は国際的に見ても、今のルールで厳しい義務を課しているということを認識

しておくべき。国際標準にあわせていくことも考えたほうがいい。・（製造所固有記号は、）消費者の知りたい情報のなかで、優先順

位は高くないのではないか。○製造所固有記号を見直すべきとする意見・製造所固有記号の全廃は食品表示の主旨にあうもので、

製造所固有記号のデータベースの構築の行政コストもかからない。・製造所固有記号は消費者にとってなじまない。全廃ありきだが、

例外として固有記号を使う場合は、このケースだけという原則を決めたらいい。 

消費者委員会食品表示部会 加工食品の表示に関する調査会（第 7 回） 

○製造所固有記号の見直しに反対する意見・第 5 回会合において、各委員から「なぜ今改善が必要なのか」、「これまでの製造所固

有記号制度がはじまってからの経緯など基礎的な資料が必要ではないか」、「何が問題であってどう解決する必要があるのか」など、

様々な意見が出されたはず。前回の意見が整理され、説明される必要がある。・冷凍食品 農薬混入事案における PB商品の自主回収

の遅れは、PBオーナーによって回収や告知の方法が異なることに起因するもの。製造所固有記号制度の見直しは直接的な問題解決

にはならない。そこを解決したいのであれば、まずはフードテロ対策やリコールの仕組みづくりを検討し、その改善策の一つとし

て製造所固有記号の見直しを図るべき。・この制度は、事業者の間で定着しており、実態を踏まえないままに見直しの議論を進める

べきでない。例えば、コンビニで販売されているペットボトル飲料はほぼ 100％、飴玉は 90％が製造所固有記号を使っている。「衛

生上の危害の原因となっている当該食品を特定する」ための手段として、有効に機能している制度である。・複数の工場を持ってい

るのは大手が中心。単一工場を持つ多くの中小の事業者に負担が集中するのではないか。○製造所固有記号の見直しに賛成する意

見・全廃することが望ましい。事業者のメリットのために例外規定を設け、行政コストをかけてデータベースを作るのはおかしい。・

製造所固有記号制度は、法律の「例外的措置」と捉えることができる。例外規定は、特別な理由がない場合は無くすべきで、この

場合も明確な理由がないものと考える。であるならば、狭い表示スペースの場合にだけ製造所固有記号を残すというのはどうか。・

販売業者が製造委託をする場合、中小はいい加減で様々な問題が起きている。製造委託の場合には、製造所固有記号を認めてはな

らない。 








